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ヘ ー ゲ ル は主 著 の一 つ で あ る 『法 ・権 利 の哲 学 要 綱 』(以 下 『要 綱 』 と記 す)を1820年 末 に 刊行

した が 、 この刊 行 以前 に 「法 哲 学 」 に 関 す る講 義 を3回 行 な って い る。 そ して 『要 綱 』 刊行 以後

に 、 この著 作 を ベ ー ス に して4回 講 義 を 行 な って い る。 但 し、最 後 の も のは60分 授 業 を2回 実 施

し、後 は病 気 休 講 そ して死 去 して い るか ら、 実 質 的 に は 『要 綱 』 の刊 行 以 後 は3回 とい うこ とに

な る。

本 稿 で検 討 の対 象 にす る の は、 『要 綱』 刊行 後 に行 な った2回 目め の もの 通 算 で は第5回

講 義(1822/23年 ・冬 学 期)で あ る。 こ の講 義 は1822年10月30日 か ら翌 年 の3.月20日 まで 、毎 週

5回 、午 後17時 か ら18時 ま で行 なわ れ た 。聴講 生 は20名 で あ っ た 。本 講 義 に関 わ る講 義 録 は 、聴

講 生 のH,Gホ トー が ヘ ー ゲル の講 義 を 聴 きな が ら メモ し、作 成 した もの で あ る。

この講 義 録 の特 微 は 、次 の よ うな点 に あ る。

(1)『 要 綱 』 の 「主 文 」 お よび 「注 解 」 に つ い て の メ モ(ノ ー ト)は きわ め て 少 な く、ほ とん

どが ヘ ー ゲル に よ る 「口頭 解 説 」 を記 録 した もの に な って い る点 で あ る②。

(2)「 主 文 」 お よび 「注 解 」 の 部 分 と 「口頭 解 説 」 の部 分 との比 率 は 、1対10ほ ど の もの に

な って い る。(ち な み に第6回 講 義 で は 、 そ の 比率 は1対5程 度 で あ る。)但 し、 こ の こ とは ヘ ー

ゲル が講 義 の 中 で そ の よ うな比 率 で行 な った とい うこ とで は 必 ず し もな い で あ ろ う。 ホ トー が

『要綱 』 の 部 分 を メモ しな か った一 著 作 はす で に 刊 行 に な って い るが ゆ え に か も しれ な い

の で あ る。 しか し、 も しホ トーの ノー トの通 りの講 義 な ら ば 、 分 量 的 に圧 倒 的 に 多 い 「口頭 解

説」 が 一 層 重 要 に な って くる。(ち なみ に 、 第6回 講義 の場 合 は 、聴 講 生 のKG.J.v.グ リース ハ イ

ムが 講 義 の 全 体 を 忠 実 に ノ ー トして お り、 したが って そ の ノ ー トを み る こ とに よっ て ヘ ー ゲル の

比 重 の 置 き方 「主 文 お よび注 解」 と 「口頭 解 説 」 とで の が 理 解 で きる 。)

(3)な お 、 こ の第5回 講 義 に 関す るホ トー の メ モ(ノ ー ト)と 、 第6回 講義 に 関す る グ リー

スハ イ ムの メ モ(ノ ー ト)と に お け るヘ ーゲ ル の 「口頭 解 説 」 部 分 を 収 録 した もの が 、 グ ロ ック

ナ ー編 集 の ヘ ー ゲル 全 集(ベ ル リ ン ・ア カ デ ミ ー版)中 のr要 綱 』 に お い て 、 各 節 の 後 に 〈

Zusatz>と して 入 れ られ て い る。 邦 訳 で は 、例 え ば 藤 野 ・赤 沢 訳(「 世 界 の 名 著 」第35巻 、中央 公

論 社)に お い て、 〈追 加 〉 と して 挿 入 され訳 され て い る。

本 稿 に お い て私 は、 第5回 講 義 に お け るヘ ーゲ ル の 国家 ・政 治 体 制 論 を 中 心 に 検 討 して い く。

そ の さ い テ キ ス トに おけ る主 な 検 討 個 所 は 、 第 皿部 「倫 理 」、 「国家 」 中 のra国 内法」 で あ る。

ra国 内法 」 に は第260節 か ら第329節 まで 割 り当 て られ て い る。 な お、 「国 家 」 は 「a国 内

法 」、 「b国 際 法 」、 「c世 界 史 」 に 三 区 分 され る。



第260節 から第271節 までの 「本文」および 「口頭解説」において、主に次の点について述べら

れている。

(1)国 家の理念 ・本質について

国家の理念は何であるのか、国家はどのようなことを本質 としているのかについて、ヘーゲル

はこう述べている。

〈イ〉 「国家の構造 ・構成(Konstruktion)は 自由という建築物を実現することである」(S .

716)

〈ロ〉 「近代における国家理念の特徴は…自由の実現態とするところにある」(S.717 .488

頁)

〈イ〉、〈ロ〉から分かることは、ヘーゲルは国家を人間の自由の実現態 と理解 している点で

ある。言い換えると、国家において人間はみずからの自由を実現するということである。国家と

自由の実現を結合させている点は重要である。 しかし、 この指摘だけでは、自由とは何か、自由

とは人聞のどのような状態をい うのか、ということは明確ではない。 こうした 自由の内容につい

てヘーゲルはいかに把握しているだろうか。 この点について、ヘーゲルは次のような二通 りの仕

方で説明している。

第1「 市民社会 と家族の利益が 目的の普遍性へと総括されねばならないのであって、しか

しそれは己の権利を保持せずにはおれないところの特殊性の知 と意志の働きを無視 した り、それ

抜きにしてはできないことである。[そ こに近代国家の本質がある。]」(S.717.489頁)

第2「 普遍的なものは実現されていな くてはならないが、他方主体性 も完全に発展させら

れな くてはならない」(S.718.489頁)

第1と 第2と では表現の仕方は異なっているが、同じ事態を説明しているのである。その理由

はこうである。第1の 説明中の 「市民社会 と家族の利益が目的の普遍性へと総括」されるという

表現は、個々人の特殊な利益の追求が全体の普遍的利益の追求に合致 していくとい うことを言い

表 しているのであり、同時にこのことは第2で 表現されている主体性を発揮しつつ普遍的なもの

を実現するということと同一の事柄を意味 していると思われるからである。

ここで私が重要だと考えるのは、ともすれば国家での自由という場合、自己の利益 ・欲求は国

家へ譲渡され吸収されてしまうという傾向を有するが、そ うではなくて個々人の主体性もそこに

は十分に発揮され発展させられているとい う点である。こうした確認に立つからこそ、ヘーゲル

は近代国家と古代国家 とを比較 し、古代国家のデモクラシーを高 く評価 しつつも、そこでは構成

員の主体性、自発性が欠如しているとして批判 したのである。個々人の主体性が真に活きるのは

近代国家においてなのである。

(2)国 家諸制度と国家公民の 「心指し」(Gesinnung)一 愛国心について

ホ トーのノー トでは、『要綱』の第268節 がそのままメモされている。それによるとこうである



「政治的心指 し、総 じて愛国心とい うものは、真理をふまえた確信[た んに主観的な確信は

真理に由来するものではな くて、私的な意見であるにすぎない]で あるとともに、習慣になった

意志のはたらきであるから、国家において存立 している諸制度の成果に他ならない。国家におい

ては、理性的な本性が現実に存在 しているとともに、この本性が諸制度に適った行動によって確

証 されているからである」(S.723f.495頁)。

みられるように、この説明では政治的心指し一 愛国心の特徴について次の二点にわたって指

摘 されている。第1に は、政治的心指し(愛 国心)は 私的な意見と異なって 「真理をふまえた確

信」であるとされる点である。私的な意見はあくまで個人的な主観的な考えであって、ここには

客観的な真理の要素がみられない。それに対 して、愛国心の方は 「確信」という主観的な要素を

含んでいるが、真理=客 観的なものに裏打ちされたものに他ならない。この点は、「習慣になった

意志のはたらき」とも表現されている。

第2に は、政治的心指しは 「信頼」であるといわれる点である。信頼といわれるゆえんは、私

の特殊的な利益が国家の利益 と目的のうちに含まれ、維持されているからである。私は国家にお

いて私の利益が満たされ擁護 されているという点から、国家に対して信頼をしているのであ り、

ここに愛国心の根拠がある。 この愛国心は、同時に私にとって意識における 「自由」を表現 して

いるに他ならない。

ヘーゲルは、以上のような政治的心指 し(愛 国心)に ついての特徴を指摘 した上で、さらに次

のように口頭解説を追加 していることがホ トーのノー トにはメモされている。第1に は、愛国心

とい うほどの高度な政治的心指 しは1つ の 「出来上がった教養」であること。第2に は、「当のも

の[国 家］は存続せねばならず、当のもの[国 家]に おいてのみ特殊的利益は成就 されうるとい

う信頼を人々はもっている」ということから、「万人のもっている秩序についての基礎感惰」(S.

725.496～497頁)で あると確認 している。

(3)国 家 ・宗教観批判について

ヘーゲルは 『要綱』本文での論述をべ一スにして口頭解説を加える形で、国家 と宗教 との相違、

一面的な見方の国家観、宗教観の批判をきわめて詳細に行なっている。まず、ヘーゲルは国家の

理念、国家の本質、あるいは理性的国家の特性について次のよ うに確認す る。 この点は、先に

(1)で 確認した内容と同一のものである。

ヘーゲルは述べる 「国家は現実的であり、そして国家の現実性は、全体の利益が特殊的諸

目的の うちへ実現されるということにある。現実性とは、つねに普遍性 と特殊性 との一体性であ

るが、この一体性は、普遍性が特殊性へと分解されていて、その特殊性が全体のなかではじめて

支えられ守られるにもかかわ らず、一個の自立的な特殊性として現象するような一体性である」

(S.726f.512頁)。 ここで述べ られている基本的な考えは、普遍性=特 殊性、全体の利益=特 殊的

利益 ということである。 これが意味 しているのは、個 々人の利益が全体 ・国家のなかではじめて

守 られ、実現 しているということである。個人の利益が国家のなかで解消 して しまうことを決 し

て意味 していない。国家のなかで、「一個の自立的な特殊性」はどこまでも活かされているのであ



る。 こ う した 国 家 が理 性 的な 国 家 で あ る。 した が って 、 この よ うな 内容 を 有 して いな い 国家 は た

とえ 現実 に 存 在 して い て も、 そ れ は 現 実 的 で な い 、 「真 実 の 実 在 性」 を有 して い な い 「悪 し き 国

家」(S.727.512頁)と され る。

こ うした 本 質 的 な意 味 を有 す る国 家 が 、 「宗 教 か ら立 ち 現 わ れ な けれ ば な らな い」(S.729.513

頁)と い う最 近 の議 論 を ヘ ー ゲル は 紹 介 す る。宗教 か ら国家 へ の理 由は 、「国家 は一 個 の 有 限 な も

の」 で あ り、 「世 俗 性 の 一 領域 」 の もの で あ るに す ぎず 、 した が って 「無 限 性 の一 領 域 」(S.730.

513頁)で あ る宗 教 つ ま り教会 に従 属 し、そ れ らを 土 台 と して必 要 で あ るか らで あ る と され る。

しか しヘ ー ゲル に よる と、 「こ う した考 察 は きわ め て一 面 的 で あ る」(S.730.513頁)と 批 判 され

る。 そ して ヘ ー ゲル は 、 以下 の三 点 に わ た って 国家 と宗 教 とが 本 質 的 に異 な る とす る俗 説 に お け

る問題 点 を 指 摘 し、批 判 す る。

第1に は、国 家 は一 面 では 世 俗 的 で 有 限 で は あ るが 、同 時 に 他 面 で 、「国 家 に は 生 命 を 与 え る魂

が あ り、そ して この魂 を与 え る もの は 主 体性 で あ る」 とい わ れ る よ うに 、「理 性 的 国 家 は そ れ 自身

の うち に おい て 無 限 で あ る」(S.731f.513～514頁)。 こ うい うと ころか ら、国 家 が 有 限 な もの にす

ぎな い とい うのは一 面 的 な見 方 だ と批 判 す る。

第2に は、 「国家 は 宗 教 に よ って是 認 され な くて は な らな い」、 「国 家 は宗 教 を 基 礎 と しな け れ

ば な らな い」(S.732.514頁)と い わ れ る こ とへ の誤 った 現 象 に つ い て で あ る。 本 来 の 真 実 の理 解

は 、 ヘ ー ゲル に よ る と こ うだ 。 宗 教 も国 家 も同 じ く理 念 に 関 わ る。そ の さい 宗 教 に お い て は 、理

念 は 「心 情 の 内 奥 に あ る精 神」 で あ り、国家 に お い て は理 念 は世 俗 性 を 与 え られ 、「現 存 在 と現 実

性 を手 に入 れ 」 た もの で あ る。 この こ とを ヘ ー ゲル は こ う言 い 直す 。 つ ま り、 国家 は 「理 性 的本

性 に基 づ か ね ば な らず 、 この 本 性 か ら生 じな けれ ばな らな い」(S.732.514頁)と い うこ とを意 味

して い る とす る。 こ う した 事 柄 が 、 次 の よ うに誤 解 され る こ とを ヘ ー ゲル は 指 摘す る。 つ ま り、

宗教 との関 係 に あ ま りに も密 着 した 国 家 観 に お い て は 、 「人 間 は 、 そ の 精 神 が 不 自 由 な 宗 教 に

よ って縛 られ て い る と、 この た め に 服従 に は も って こい の 人 間 に な る」 と誤解 され る場 合 で あ る。

しか しなが ら、 ヘ ーゲ ル に よ る と も と も と(本 来 の)「 キ リス ト教 は 自由 の宗 教 で あ る」(S.732

f.514頁)。 宗 教 ・キ リス ト教 は 人 間 ・国 家 の 自 由を 阻 害 した り、束 縛 した りす る も の で は な い。

第3に は 、 国 家 と宗 教 とが 相 違 して い る ことを 明確 に す る こ とが大 切 で あ る とす る点 で あ る。

国家 が要 求 す る もの は 「法 的 義 務」 の形 態 を と り、 また この義 務 が どの よ うな 「心 持 」 で履 行 さ

れ る か は問 わ な い とい う点 で 、本質 的 に宗 教 と異 な る とさ れ る(vgl.S.735.514頁)。 つ ま り、宗 教

の 内容 は心 情 、 感情 、表 象 とい った 「内面 性 」、 「主観 性 」 を 基 盤 と して お り(vgl.S.736.514～51

5頁)、 これ に 対 して 国家 は 「己 を 現 実化 す る も ので あ り、 己 の諸 規 定 に 堅 固 な現 存 在 を あた え る

もの で あ る」(S.736.515頁)。

「内面 性」、 「主観 性 」 と 「現 存在 」 とい う両 者 の特 性 に は根 本 的 な 相 違 が あ る とす る 。 した

が っ て、 この 相 違 を見 誤 って 、 例 え ば教 会 が 国 家 の よ うに ふ るま って 「刑 罰」 を課 す 時 は、 教 会

は 「専制 的宗 教 」(S.735.514頁)に 堕 落 し、 「国家 の 組織 を 転 覆 させ る」(S.736.515頁)こ とに な

る。 こ うして結 論 と して、 内 面 的 主 観性 を本 性 とす るが ゆ え に 「恣 意 」 と 「独 断 的 意 見 」(S.74



0.515頁)に 偏 る危 険性 を もつ 「宗 教 そ の もの は[国 家 の よ うに]統 治 者 で あ って は な ら な い」

(S.740.515頁)と ヘ ー ゲ ル は 強調 す る の で あ る。

ホ トーは国内体制のあ り方についてのヘーゲルの踏み込 んだ論述 をノー トす るに先立 って、

『要綱』の第271節 と第272節 の本文をそのままメモするとともに、ヘーゲルによる 「口頭解説」

を詳細に書き記している。

第271節 に関しては、一国の政治体制の基本的特徴について生命を有 した生物有機体になぞ ら

えて説明している。政治体制は、第1に 「国家の組織」であ り、国家 とい う有機的生命が営む

「生活過程」であること、第2に 政治体制としてその核心が把握される国家は、「一個の個体性 と

して排他的な一者」であ り、 この一者は 「もろもろの他者」と関わると説明される(「 本文」参

照)。

この説明において主張 されていることは、い うまでもな く次のことである。政治体制ないしは

国家とい うものは一つの生きた生命体 と同一の特徴をもつものであ り、その本質は独立 している

(「一個の個体性として排他的な一者」)か らこそ、他の独立 した諸国家(「 もろもろの他者」)と

様 々な国際的な関係を取 り結ぶのである。

こうした基本的特徴を有する本来の国家の政治体制において肝心なのは、国家の内政に主とし

て関わる 「市民」の管轄領域 と、国家の対外意向に(主 として軍事として)関 わる 「軍人」の管

轄領域 との両面が 「均衡状態」にあるということが 「国家の心構え」の眼目をなす、とい うこと

についてヘーゲルは 「口頭解説」で強調 している(vgl.S.741f.516頁 参照)。

第272節 に関しては、まず 『要綱』の次のような本文がそのままメモされている 「体制が理

性的であるのは、国家が己の活動を概念の本性に したがって己の うちで区別 し規定するかぎりに

おいてであ り、 しかも国家が これら諸権力の各々自身がそれ自身の うちで総体性であるように、

己の活動を区別 し規定するかぎりにおいてである」(S.743.516頁)。

この本文での叙述は、理性的な国家体制とはどのようなあ り方をしているのかについて概括 し

たものである。国家が 「己のうちで区別 し規定する」諸権力とは、明らかに立法権 ・統治権 ・司

法権 という三つの国家権力のことである。以後の説明において注目しておくべきことは、「これ

ら諸権力[三 権力]の 各々自身がそれ自身の うちで総体性である」 とはどのような権力のあり方

をさしているのか ということである。ヘーゲルは、単純に国家権力を三つに区別 し、そして各々

の権力がそれぞれ別々の機能を有 し、管轄領域を有している、とい うことを主張 してはいない。

このことについて、ヘーゲルが 「口頭解説」において繰 り返し強調 している二個所を指摘 して

おく。(イ)「 国家の諸権力は、この ようにたしかに区別されていなければならないが、しかし各

権力はそれ 自身において一個の全体をなさな くてはならない」(S,745.519頁)。(ロ)「 各権力がそ

れ 自身 として抽象的に切 り離されていなければならないかのように想定す る途方 もない誤謬 に

陥ってはならない」(S.745.520頁)。



三権力はたしかに区別されるが、同時に各々が総体性をなしている。 したがって、ヘーゲルに

独 自の概念の展開から三権のあ り方についていうと、立法権は普遍性に、執行権は特殊性に照応

するが、司法権は個別性に照応するかというとそ うではない点に注目してお くべきである。へ一

ゲルはい う 「司法権は概念の第三の契機[個 別性]で はない」(S.748.520頁)。 ヘーゲルに

あっては、司法権は執行権(統 治権)に 含まれ、そ して概念契機の 「個別性」にあたるものとし

て君主権が考えられている点が特徴的である。この点については後に詳 しくみることにしたい。

第272節 に関 しては、こうした 「理性的な国家体制」のあ り方についての 「本文」および 「口頭

解説」に続いて、三つの国家権力のうちの 「立法権」での財政問題について、次のように言及さ

れている点が特徴的である 「立法権に付与される(割 り当てられる)主 要な事柄は財政問題

であった」(S.749)。

この財政問題については、ちなみに第5回 講義に続いて行なわれた第6回 講義では、第298節

「口頭解説」において次のように強調 されている 「立法権の主要な対象、否、唯一といって

よい対象は財政である」(S.700)。 これほど重視される立法権の対象としての財政問題は、しかし

ながら第6回 講義の第272節 「口頭解説」では論 じられていないのである。

このように、第6回 講義では第298節 「解説」で強調される立法権における 「主要な対象」、「主

要な事柄」としての財政問題が、第5回 講義ではいち早 く第272節 「解説」で注 目されるのはなぜ

だろうか。それだけヘーゲルは三権のうちの立法権を、そ して立法権の対象 としての財政問題を

重視しているとい うことだろうか。

三権についての具体的な詳述は第275節 からである。それに先立つ第273節 と第274節 は重要

であ り、とりわけ第273節 に関する内容は大切である。

ヘーゲルの説明する第273節 に関係してホ トーがノー トしているのは、概括 してい うと次の二

点である。第1は 概念契機としてみた場合の三つの国家権力の性格づけであ り、第2は 本来の国

家体制のあ り方 ・特徴づけである。

まず第1に 関 しては、ノー トをそのまま記しておくとこうである。(『要綱』の第273節 を一部省

略したものになっている。)「三つの権力は概念契機である。1.普 遍性ないしは立法権。2.特

殊性ないしは統治権。3.個 別性ないしは君主権。」(S.750)

みられるように、立法権 ・統治権 ・君主権 という三権の各々は分離された別個のものではな く

て、概念 という全体的なもの、つまり国家(体 制)の 契機をなしているのである。三権をもって

全 うな国家(体 制)が 構成 されているのであって、この全体構成の現われ方が普遍性 ・特殊性 ・

個別性に照応して立法権 ・統治権 ・君主権と区分けされるにすぎないのである。 しかしながら逆

照射すれば、全体としての国家(体 制)は 三権に区分される。区分されながら有機的に連関する

三権の具体的な内容とその特徴はどのようなものかについて、後節での説明が注 目される。

第2に 関しては、ヘーゲルによる 「口頭解説」での次の三つの指摘が重要である。



(1)「 近代[現 代]世 界の原理は、要するに主体性の自由である。これは、精神的総体性の う

ちに存在 しているすべての本質的な面が、己の権利を獲得 しながら発展してい くとい うこ

とである」(S.750.525頁)。

(2)「 この立場に立てば、どの形式がよりよい形式なのか、君主制なのか民主制なのかとい う

ようなくだらない問いはまず発せられるはずがない」(S.750f.525頁)。

(3)「 我々は、己のうちに自由な主体性の原理があることに耐えることができず、成熟 した理

性に適合する術を心得ていないような一切の国家体制の形式は一面的な形式である、と告

げさえすればよい」(S.752.525頁)。

(1)、(2)、(3)で ヘーゲルが強調 していることは明確である。まず(1)に おいて、近代

[現代]世 界は 「主体性の自由」を原理 としていること、そしてこの 「主体性の自由」あるいは

「自由な主体性」(3)を 原理 とした国家体制 こそ 「成熟した理性」に適合 した ものであることが

(3)に おいて強調 される。そして、こうした 「自由な主体性」を原理にした 「成熟 した理性」

に適合した国家体制は、君主制なのか民主制なのか問 うこと自身無意味だといわれる(2)。 無意

味だということは、説明を要 しないほどきわめて明瞭だということでもある。ホ トーのノー トに

は、この理性的な国家体制について特記されていない。特記 される必要のないほど明確に理解 さ

れうるということであろう。つまり、それは 「立憲君主制」に他ならない。

実際、ヘーゲルはこの第273節 の本文では、三権のうちの立法権、統治権の概括的な説明に

続いて、君主権についてふれたさいこう述べている 「…したがって君主権は、全体 すな

わち立憲君主制 の頂点であり起点である」(520頁)。 同時にヘーゲルは、本節の 「注解」の冒

頭において明確に次のように記している 「国家の立憲君主制への成熟は、実体的理念が無限

の形式を獲得した近代[現 代]世 界の業績である」(520頁)。

以上のような第273節 の 「主文」と 「注解」についての読み上げに続いての 「口頭解説」であっ

たがゆえになおのこと、「立憲君主制」とい う特記した特徴づけはなんら必要ではな く、ホ トーの

ノートにも記されなかったのではなかろうか。

なによりも重要なのは、「主体性の自由」、「自由な主体性」を原理とした理性的な国家体制 とし

て 「立憲君主制」が理解 されていることであり、この立憲君主制は 「近代[現 代]世 界の業績」

としてきわめて高くヘーゲルによって評価されている点である。

(a)君 主 権

三 権 の うち まず 君 主 権 につ い て 、 第275節 か ら第286節 に お い て詳 細 に論 じられ る。 トー タル で

12節 にわ た っ て君 主 権 につ い て 述 べ られ るが 、 この うち第276節 、 第277節 、 第280節 、第281節 、

第283節 、 第285節 、 第286節 の7節 に お い て は、r要 綱 』 の本 文 が そ の ま ま ノ ー トされ て い る。

第276節 と第277節 に お い て は 、 国 家 権 力 の 分立 と して の三 権 の あ り方 を 中 心 と した 政 治 的 国 家

の根 本 諸 規 定 が 確 認 され る。 続 い て 、 第280節 と第281節 で は 「個 別 性 と して の 君 主(権)」 、 第



283節においては 「特殊性 としての君主(権)」 、そ して第285節 、第286節 では 「普遍性 としての君

主(権)」 について述べられている。それらの概要はこうである。

まず、三権分立を基礎 とした政治的国家の基本特徴として、ヘーゲルは次のように考えている。

三つの国家権力が分立することは、権限 ・権力の集中を避ける上で大切である。しかし、その分

立の仕方は各々が完全に独立な権限をもつわけではな く、各権力は 「全体の一分肢」なのである。

言い換えるなら、国家の諸契機[三 権]は 「実体的一体性」をなしているのである(vgLS。757.5

27頁参照)。三権分立ばか りが強調されて、この実体的一体性の面が等閑にふされると、国家 とい

う統一体が確保 されえない。したがってへ一ゲルは、政治的国家の根本諸規定、基本特徴として、

まず国家の実体的一体性とい う面を強調するのである。その上で、それゆえにとい うべきか、国

家の諸権力が関わ り執行する諸々の特殊な職務 と活動は諸権力 自身のものではな くて、実体的一

体性にある統一体としての 「国家の本質的な諸契機として国家のものであり、……私有物ではな

い」(S.758f.528頁)と ヘーゲルは主張している。この点では、君主権 といえども国家の本質的な

一契機にすぎず、それは国家のものであって、君主の私有物ではないことになる。

次に、「個別性 としての君主(権)」 とはこういうことである。「国家意志」は単一でなければな

らない。もし単一でな く複数であるなら、国家意志を一つに まとめ、国家意志 として最終判断、

最終決定を下す ことがきわめて困難な事態を向かえる。 この点は内政問題でもそ うであるが、対

外 ・外交問題 として外国諸国に向けて国家意志を表明することを思い浮かべれば明確になるであ

ろう。そしてヘーゲルは国家意志は単一であって、それゆえ 「直接的な個別性」でなければなら

ないという。

直接的な個別性とは、ある特定の個人(個 別性)が 様 々な選択肢や媒介性(例 えば選挙など)

を経ないで直接的に国家意志を担 うこと、これが君主に付与された特性なのである。君主 という

特定の個人(個 別性)が 、「自然的出生」(S.762.536頁)に よって(直 接的に)君 主の位に就 くよ

う定められていること これが 「個別性 としての君主(権)」 のことである。<出 生による君主

〉にどこまで合理性があるかは大いに議論のあるところである。 しか し現代に至るまで続 く世界

各国での君主制は、どの場合もこの形になっていることだけは事実である。

続いて、「特殊性としての君主(権)」 とは、君主権に含まれる内容、つまりは国事の内容、法

律諸規定の内容のことを意味 している。但し、内容といっても内容そのものを君主が作成するの

ではな く、 この内容作成、決定根拠等をつ くるのは 「最 高審 議職」(dieoberstebefatende

Stellen)で ある。そこでつ くられた内容に関 して決定を仰 ぐ相手は君主である。さらに、最高審

議職に就く諸個人の選任 と解任は君主の意志一 恣意に委ね られる。以上が、「特殊性 としての

君主(権)」 に関わる事柄である。

最後に、「普遍性 としての君主(権)」 とはこういうことである。君主というある特定の個人が

国家意志とい う普遍性を表現しなければならない。それはきわめて困難な問題である。なぜなら、

特定の個人の決定 ・決断であるから主観的恣意性が強 く機能する危険性を絶えず孕んでいるから

である。ヘーゲルはこうした懸念を次のような形で払拭しようとする。つまり、主観的な点では、



君主の 「良心」に依拠 しなければならない。主観的恣意性がはたらくといっても、君主の良心を

信 じる必要がある。だが、良心はやは り良心であって、主観的なものである。君主に就いた個人

の良心のあ り方によって、国家意志のあり方が異なって くるであろう。ここでは客観性は保証 さ

れえない。そ こでヘーゲルが君主権 の客観的保証の点で強調するのは次 の ことで ある

「国家体制全体 と諸々の法律のうちに存する」(S.771.543頁)。

これが主観性を補充 し、客観性を確保する 「普遍性 としての君主(権)」 の意味するところであ

る。つま りは、ヘーゲルが考える君主(権)は 絶対君主制を意味 しているのではな く、君主が最

終決定する内容づ くりは他の国家機関でなされる 特に立法権 と統治権 ・最高審議職一 「立

憲君主制」を意味 しているのは明らかである。

以上が、『要綱』の本文がそのままノー トされた部分の概要である。みられるように、君主権に

ついてのヘーゲルの基本的な考えを知 る上で重要ではある。 しかし、 より大事だと思えることは、

第279節 、第280節 、第284節 に関わってヘーゲルによりなされた 「口頭解説」の内容である。その

点について、以下でみてみることにしたい。

(1)第279節 に関する部分について、重要と思える二つの個所を引用しておきたい。ヘーゲル

はいう一 「実在的な理性性へと進んだ国家の形式においては、みずから自身を規定する主体性

は君主である。最終決定、主体的な意志規定が帰着するはずである一つの個体、威力」(S.760)、

「国民が主権者であるといわれる場合、このことは国民の述語である。述語は現存すべきであり、

規定は現実的であるべきであり、君主としてそ うである」(S.760f.)。

二個所においてヘーゲルが強調しているのはこうだ。まず(イ)、 「実在的な理性性へと進んだ

国家の形式」における議論だとい うことである。次に(ロ)、 こうした理性的な国家においては、

主体的に最終決定 しうるのは君主であるとい うことである。続 いて(ハ)、 「国民 が主権者であ

る」といわれる場合、「主権者である」とい う述語が現存すべきであ り、現実的であるべきである

のだから、国民=「 主権者」だとされる。そして(二)、 但 しこのことは 「君主 としてそ うであ

る」といわれるのであるのだから、国民=主 体性 と君主=主 体性 とが同時に成立するとい うこと

を意味するであろう。両規定が相反するのではな く、同時に成立するということである。一見す

ると相反する両規定が同時に成立するとい うことは、特にこの場合、君主が主体性を発揮 して最

終決定をする場合、国民の視点、国民の利益を守 り発展 させる立場に立つとい うことを意味する

のである。

(2)第280節 に関する部分について、ヘーゲルは次のように 口頭解説 している 「[君主

の]性 格の特殊性に重きをお くまさにこうした前提が、ここでは役に立たない。完成 した国家組

織にあっては、形式的決定を行な う頂点が大事だからである」(S.763.538頁)、 「君主に客観的性

質を要求するのは間違っている。君主はただ 『然 り』 といって、画竜点晴の最後のピリオ ドを打

ちさえすればよい」(S.764.538頁)。 さらにヘーゲルは、君主の個人的特殊性が問題になる国家は

まだ完全に成熟 していない国家であるとしてい う 「しっか りした秩序をそなえた君主制にお

いては、客観的な面は当然法律にだけ帰属し、君主はただこの法律に主体的な 『われ意志す』を



つけ加えさえすればよい」(S.765.538頁)。

ここでのヘーゲルの主張はきわめて明確である。君主の仕事は、客観的な内容には関わ らず、

「形式的な決定」 として 「画竜点晴の最後のピリオ ド」を打つのみである。ここでは、君主の個

人的性格は一切関係ないのである。 しかし重要なことは、 こうした形式的決定ができるのは

「しっか りした秩序をそなえた君主制」、つまり立憲君主制において他にないという点である。

(3)第284節 に関する部分についてヘーゲルはこう説明している 「[決定の]客 観的な面

については、大臣たちが責任を負 うのであって、主体的頂点 としての君主には責任がない」(S.

771)。 これは、先の第280節 の説明に引続いているものである。つま り、君主は決定の内容には関

わらないのであるから、 したがって内容に関わる責任には君主は関係がない。内容に関わる責任

は、あ くまで当該大臣にあるということであった。

以上のように、(1)、(2)、(3)で 説明されているヘーゲルの主張には君主の形式的決定性、

決定の形式性 という点がきわめて鮮明である。しっか りした立憲君主制における君主権のもつ形

式性とい う意味が特に強調されている点が理解できるのである。

(b)統 治権

統治権については、第287節 から第297節 において述べられている。全11節 のうち、『要綱』の本

文がそのままノー トされているのは、第287節 と第295節 だけである。残 り9節 はヘーゲルによる

「口頭解説」だけがメモされているが、これら 「解説」 と先の 「本文」ノー トを合わせた全体を

量的にみると、これまで検討 してきた君主権およびこの後で検討する予定の立法権と比べてみて、

最も論述の少ないのがここ統治権に関 してなのである。では、三権のうちで比較的比重の小さい

統治権のどのようなことについてヘーゲルは注目しているだろうか。

(1)統 治権の特性と課題について

本講義録をみる限 りでは、統治権に関してヘーゲルが強調しているのは次の一点に集約 され る。

それは公務員についてである。まず、統治権を扱った冒頭の第287節 において、『要綱』の本文が

確認されている。そこでは統治権の特性と課題が明記される。「君主の決定した ことを実施 し適

用することは、君主による決定そのものとは別のことである」(S.775.544頁)と して、前者のす

でに決定されていること、つまり 「現存の諸法律、諸機構、共同 目的のための諸施設な ど」(S.

775.544頁)を 運営し維持す ること、これら職務に関係するのが統治権だ とされる。 ここには、

「司法権」(die richterliche Gewalt)と 「福祉行政権」(die polizeiliche Gewalt)が 含まれる。そ

して、これら司法権、福祉行政権にしても、各構成員が各々の特殊的利害を追求する 「市民社

会」と深 く関係 してお り、それゆえ統治権は 「普遍的利益を市民社会の特殊的な諸 目的のなかで

貫 くものである」(S.775.544頁)。 このように統治権の特性 と課題が確認される。

続いて、こうした統治権を主に担い、執行 し運用する主体として 「公務員」が注 目されるので

ある。

(2)公 務員の特性と職務等について



ヘーゲルが指摘したもののうち重要 と思えるものを次にい くつか列挙しておく。

① 公務員への就職機会 「諸個人の中から公務員は任命されるべきである。そして公務

員にあっては、その技能 ・能力が重要であり、生まれが重要なのではない」(S.777)。 君主

は生まれにより決まるが、公務員は生まれでな く、技能 ・能力しだいとの指摘である。

② 君主による公務員の任命 「多数の中から[公 務員 として]決 定することは、君主の

主体性に帰属する」(S.777f.)。

③ 公務員の権利 と公務員の身分的保証 「ある官職に結びつけられている個人は義務履

行の課題を負っている。そのことと諸個人の諸欲求の可能な充足を保証することが結びつ

けられていなければならない」(S.779)。 公務をす ることによって手 当をもらい、 これに

よってみずからの欲求(生 活上の)を 充足させる。そして、公務活動を他の影響から自由

になる保証をえるのである。

④ 公務員の解雇 ・免職一 「ある公務員にあっては、それにしたがって行為すべきある原

則が確定 され うる。 この確定されたものが、ある特定の個人の原則に矛盾する場合、この

個人はこの業務をなすことができず、特により高い国家公務員においてはそ うである。 し

たがって、個人は除去されえなければならない。この自由は国家にはある」(S.781)。

⑤ 公務員の権力濫用の防止と公務員の位階制 「国家 と被治者を、諸官庁とその公務員

の側からなされる権力の濫用から守るための保証は、一面では直接、諸官庁および公務員

の位階制と責任制のうちにあ り、他面では地方 自治団体 と職業団体との権限が認められて

いることのうちにある」(S.782f.551頁)、 「位階制は全体的な有機体 とよばれ、普遍的なも

のと特殊的なものとの全体的な編成であ り、これは教会におけるのと同 じである。 した

がって[管 理 ・統制の]保 証は、下は上からによってのみ監視 ・監督 されるという点にあ

る」(S.783)。

⑥ 公務員の陶冶 ・形成 「公務員の地位の陶冶 ・形成」においては、そもそ も義務に忠

実であるとい うことがなければならない。それに属する諸性質は習性(Sitte)に なってい

なければならず、命令され うるものではない」(S.785)。

⑦ 公務員 と国家の教養 「国家公務員は中間階層(Mittelstand)を なす。この階層の う

ちに、[国家]意 識 と最 も根本的な教養がある。それゆえこの階層は、合法性と知性とい う

点で国家の柱石をなす。だから中間階層は国家において最 も重要なものであり、中間階層

が存在 していない国家は、まだ高い段階に立っていない」(S.787.552頁)。 この場合の 「中

間階層」の〈中間〉とは君主と民衆との中間ということであり、本来の公務員とい うもの

はこうした中間に位する教養ある階層に他ならないとされる。

(C)立 法権

立法権については第298節 から第320節 までの全23節 にわたって論 じ説明されてお り、これまで

みてきた君主権(全12節)、 統治権(全11節)と 比べて量的にほぼ2倍 に近 く、ヘーゲルによって



いっそ う重視されていたことが分かる。

全23節 のうち 『要綱』の本文がそのままメモされているのは、第299節 、第301節 、第302節 、第

305節 、第307節 、第308節 、第311節 の7節 と、全体の3割 弱だけで、7割 強はヘーゲルによる

「口頭解説」になっている。そして、 この口頭解説のうち、第301節 、第303節 、第318節 、第319

節のものは相当に詳細なものになっている。詳細な解説とい うことは重視 していることの証であ

ろう。

以下で、ヘーゲルは立法権の内容に関 して、どのようなことを重視 しているのかを中心に して

整理 し検討することにしたい。

(1)立 法権の対象と構成契機について

立法権の対象については第299節 において論 じられている。まず 『要綱』の本文がメモされてい

る。それによると、立法権の対象は 「諸個人との関係」において二つの面から規定される。第1

には 「国家のおかげで諸個人の利益とな り、そして諸個人が享受するところのもの」であ り、第

2に は 「諸個人が国家に対して務めとして履行 しなければならない ところのもの」(S.790.554

頁)で ある。第1の ものは、国家への個人の関わ り方において、いわゆる 「権利」 として規定 さ

れるものであ り、第2の ものは 「義務」 として課 されるものであろう。

こうした本文に関してヘーゲルは 「口頭解説」を加えている。それは主に国家に対する個人の

義務についてであり、「今ではほとんどすべてが貨幣に還元される」(S.791.556頁)こ との意義が

説明される。今 日ではほとんど唯一の人身的な義務 となっている兵役などと比べて貨幣によるい

わゆる務めの代替は、こうした 「抽象的な務めで満足することによって国家が堕落 したのではな

いか とさえみえるかもしれない」(S.791.556頁)。 しかしながらヘーゲルは次の ように強調す る

「近代国家の原理には、個人のなす ことはすべて彼の意志によって媒介されていなければな

らない、ということが含 まれている。 しかも貨幣に よってこそ平等 という正義は、はるかに うま

く貫徹され うるのである」(S.791.556頁)。 こうした貨幣への還元がなければ、その個人の技能や

具体的能力に従って労役 ・兵役等へ召集され、実質的に 「才能のある者は才能のない者よりも余

計に税を課せられることになる」(S.791f.556頁)で あろう。そうなると 「正義 という平等」が意

味をなさなくなる。近代国家にとって最も大事なことの一つは、国家構成員すべてに平等をいか

に確保 し保証するかということであるからである。貨幣への還元による形式的平等性の確保一

ここに近代の思想家ヘーゲルの本領の一端をみてとることができる。

立法権の構成契機については、第300節 の 「口頭解説」にあたるものが単にこのようにメモされ

ているだけである 「立法権は次の三つの契機を含んでいる。1.君 主的契機、2.具 体的知

識をもつ統治権、3.第3の 契機は議会的契機である」(S.793f.)。 ここではこれ以上の説明がさ

れてはいないが、次節以降において立法権の第3契 機である 「議会」がとりわけ重視 されて論 じ

られることになる。

(2)議 会 とその議員の使命 ・役割について

議会の有す る使命については、『要綱』の第301節 「本文」がそのままメモされている



「議会とい う要素の使命は、普遍的要件 としての公事を、たんに即自的にだけではなく対自的に

も議会において顕現させることにある。 ということはすなわち、主体的形式的 自由の契機を、つ

まり多 くの人々の見解 と思想 という経験的普遍性としての公衆[国 民]の 意識を、そこにおいて

顕現させることである」(S.794f.557頁)。 ここでヘーゲルが議会の使命 として強調 しているのは

「公衆の意識の顕現」、つまり公衆の思い ・考えを表に出し、表現する点にあるということであ

る。その点に関連する事項は、①政府に対する議会の立場 ・位置の問題、②議会の可決する租税

の意味の問題、として詳細に 「口頭解説」がなされている。

まず①議会の立場として考えられるのは、議会は国民の代表として政府に対立するというよう

に しば しば理解されるとい うことである。 しか しこれは一面の理解である。政府に対する議会の

本質的な関係は、「議会は政府 と一つにな り、共同して最良のものを審議するとい うことである」

(S.796)。

次に②租税の意味についてヘーゲルはおおよそこう解説する。議会の可決する租税は、国家に

与えられる贈 り物のようなものとみなされるべきではな く、それは可決する人々自身の福利のた

めのものである。そして租税を可決する議会の本来の意義は、国家が議会を通 して国民の主体的

意識のなかへ入ってゆ くこと、そのようにして国民が国家に参与 しは じめるとい うことにある

(vgl.S.798.559～600頁 参照)。租税は国家に対する国民の義務である。しかし義務 というと、国

民に課せられた、仕方な く一方的になさねばならない務めの色合いが濃い。そ うではなくてヘー

ゲルが強調するのは、租税は国民自身の福利のためのもの、つまり国民の権利実現に寄与するも

のであるとい うことである。こうい う理解に立ってはじめて、議会を仲介にして国家 と国民の全

うな相互関係(国 家による国民の 「主体的意識」の把握と国民の 「国家への参与」)が成 り立つと

い う重要な説明がなされる。

先の①の問題、つま り国民を軸にしてみた場合、議会は政府に対してどのような関係にあ り、

いかなる役割を有しているかについて、第302節 においてヘーゲルは一層詳しく述べている。 ま

ず 「本文」において、議会は端的に 「媒介機関」だと定義される。議会が仲立ちとなった媒介は

二種類ある。一つはく政府一国民〉関係であり、もう一つはく君主一国民〉関係である(vgl.S.

799～801.560頁 参照)。 このさいの国民というのは、国民一人ひとりの場合と、地方自治団体や職

業団体など市民社会をさす場合がある。いずれの場合にあっても国民は議会を通 して国家への義

務を果たす とともに、みずからの福利の実現を図 りつつ主体的に国家へ参与 してい くのである。

特に 「国家への参与」云々というさい、その国家の政治 ・統治形態が君主制である場合、君主に

よる独裁が懸念される。すなわち、君主(権)に よる恣意的支配(権)が 絶えず問題 となろう。

しか し、ヘーゲルの目指す政治 ・統治形態は君主制であるに しても 「立憲君主制」 「立憲国

家」(S.801.561頁)の 一政治形態一 であるから、立憲に関わる確固とした議会の構成 ・存在 と

い うことは生命線となろう。この点をヘーゲルは議会の使命 ・役割として繰返 し強調しているの

である。

こうした使命 ・役割を有す る議会の構成メンバーである議員はどのように意義づけされるだろ



うか。第303節 では、次の二点から言及されている。第1に は普通選挙権の政治的欠陥について、

第2に は団体の代表の長所についてである。「個々人に投票権を与え、そしてすべての市民が こ

の権利をもつ」(S.803)と する第1の 点については、「自己存続しえない原則」(S 。804)と して

ヘーゲルはきわめて否定的である。もしそ うした形で選出された議員で構成 された議会なら、

「いかなる権威も存在 しないであろ う」(S.804)と いう。第2の 団体の代表の長所についてヘー

ゲルはこう述べる。議会がその基礎を市民社会の 「職業団体」にもっている場合は、「みずからの

中ですでに組織化された市民社会が有機的な仕方で普遍的なものの中へ閉 じ込もり、そ うするこ

とによって議会は政治的なものとしてしっか りした基盤をもつ」(S。804)と して、これは 「偉大

な点」だと高 く評価する。要するに、議員は市民社会の団体の代表でなければ意味を有しないと

いうことである。しかしこの場合の意味合いも、二院制をとる場合はそれぞれによって異なるで

あろ う。

(3)二 院制議会の意味 ・機能について

まず、二院制の うちの第2議 院(貴 族院)に ついて説明される。第305節 か ら第307節 までにおい

て、第2議 院の議員をなす貴族が有する社会階層上でのい くつかの特徴について指摘されている。

第1に は、貴族層は 「自然的倫理」の階層だとされる。それは次の二つの理由からである。一つ

には、この階層は 「家族生活を土台とし、生計に関しては土地所有を土台としていて、それゆえ

己の特殊性 とい う点では自分自身に基づ く意志の働きをもっている」からであ り、 もう一つには

「君主的要素の うちに含まれている自然規定を、 この君主的要素と共有している」(S .806f.564

頁)か らである。 ここにみられるように、この階層は土地所有を土台として 「自分自身に基づ く

意志の働きを もっている」とされるが、これはみずからの資産によって 「他の階層 より以上に自

分だけで生活を維持 してゆ く意欲をもっている」(S.807)こ とを意味している。こうした農地所

有者の階層は 「教養ある部分」と 「農民」(S.807)と に区別 されるが、「自分だけで生活を維持 し

てゆ く」旺盛な意欲 と、「最も確実で、最も独立性に富んでいる」(S.808)余 裕ある資産との所有

者 とは、当然ながら農地所有者のうちの 「教養ある部分」であろ う。この 「教養ある部分」 こそ、

第2議 院の議員をなす貴族層の実体なのである。

貴族層の特徴の第2は 、「出生」によって決定づけられた 「長子相続権」があるとい うことであ

る。出生による長子相続権とは、議論の余地のない 「自然規定」であろう。議論の余地がないか

ら無意味かとい うと、そ うではないとされる。この階層は、「選挙 とい う偶然なしに、出生に よっ

てこの活動をする使命と権限を授けられている」のであ り、 したがって常に堅固な 「実体的立

場」(S.810.565～566頁)を 保持しえるのである。また長子相続によりその立場を継承することに

よって途切れることなく、私益の追求ではなく国家的な公益追求が可能になるとして、へ一ゲル

はこう述べている 「独立 した資産を有する者は外的事情によって制約されているとい うこと

がなく、それゆえ妨げられることな く自由に行動することができ、したがって国家のために活躍

することができるのである」(S.809.565頁)。 要するにここで述べていることは、土地所有の貴族

層は安定 した資産を有 し、長子相続による堅固な継承性があるがゆえに、市民社会の私利にまみ



れ、偶然性の要素を多分に含んだ階層の代表者で構成 される第1議 院(衆 議院)次 に検討 さ

れる と比べて君主権 と類似 している(「君主的要素を含んでいる」 とされた先の第1の 特徴

指摘)と いうことである。こうした一連のことをヘーゲルは、この貴族階層は 「王座の支柱にな

ると同時に社会の支柱になる」(S.810.566頁)と 特徴づけたのである。

次に、第2議 院である衆議院については第308節 から第311節 にわたつて詳 しく論 じられる。市

民社会の第2階 層である商工業層の代表者に より構成されるのが衆議院の代議士たちである。で

は、代議士の特徴はどのような点にあるだろうか。ここでは、第1に 代議士の本来の使命 ・役割

について、第2に 代議士の選出の仕方について、これら二点についてのヘーゲルの基本的な考え

を紹介 しておきたい。

まず第1に ついて、第309節 「口頭解説」においてヘーゲルはこう述べる 「代議士たちは委

任 された受託者であるとか、下からの指令を上へ伝達する受託者であるとかという関係にあるの

ではない。このことは、議会の使命が相互に報告 し説得 し合 う生き生きとした共同審議の会議で

あるとい うことにあるだけになおさらそ うである」(S.812)。 代議士は決 してある特定集団 ・団

体の代弁者として終始するはずのものでないのであるから、選出されるにあたって代議士たち諸

個人の個性や特性が 「いかに保証 されねばならないかということが今や問題である」(S.812f.)

ことに当然なるであろ う。したがって、第2の 代議士の選出の仕方が注目される。「諸個人が客観

的に何かに帰属 しているものとして示されることが必要である」(S.813)と いわれるように、代

議士は市民社会の職業団体の諸集団の代表として選出されるのが基本だとヘーゲルはい う。した

がって、「代議士たちは市民社会のあらゆる領域に関係 してお り、市民社会の諸領域の各々すべ

てを正確に知っている」(S.815)。 こうい う長所があるにしても、しかし 「自由意志による選出」
ヤ

(選挙権者 ・被選挙権者 ともの自由意志を尊重し、それに基づいた選出)が 無視されると、代議

土はある特定集団 ・団体の 「利益の代弁 ・代理者として現れる」(S.816)と して、ヘーゲルは先

の第1の 考え ・立場(諸 個人の個性や特性の尊重方法の探求)の 浸透ないしは貫徹の重要性を強

調 している。

以上のように、第1院(貴 族院)と 第2院(衆 議院)の 特徴や使命 ・役割が説明されるが、 こ

うした二院制議会の有する意義についてヘーゲルは第312節 「口頭説明」において次の ようにま

とめている 「政府が一方の側に、議会が他方の側に立つのではな くて、両者の関係は媒介で

ある」(S.817)。 ところで、この 「媒介」ということは両者の対君主関係においても、対国民関係

においてもそ うであるということを、これまでの君主権および統治権についての議論をふまえる

ならばいえるであろう。

(4)議 会の公開の意義について

議会の公開は国民 ・市民を政治的に陶冶するのに最良の手段であるという意義を有しているこ

とについて、ヘーゲルは第314節 と第315節 の 「口頭解説」で次のように簡潔かつ明瞭に述べてい

る 「議会は本質的に公開でなければならず、そ うす ることによって市民はみずからの利益が

取 り扱われているということを直観的に確信する。 さらにいえば、そ ういった公開は、国家にお



いていかなる観点が重要なのかを教えるための最良の学校なのである」(S.818)。 議会の公開に

より、「国家においていかなる観点が重要なのか」を教えられるということであるが、このことは

諸個人がみずからの利益 との関わ りで 「公的な要件」へと導かれるという、まさに政治的陶冶の

大切さを意味 しているに他ならないのである。

(5)世 論のあり方 と言論 ・出版の自由の意義およびその限界について

まずヘーゲルは世論の特性についてきわめてリアルな理解を示す。世論とい うものはその中に

真実と虚偽とを合わせ含んでお り、その真偽の見分けの可否ないしは当否に偉人か否かの分岐点

があるとしてヘーゲルはいう 「世論のなかには一切の虚偽 と真実が含まれているが、そのな

かの真実のものを見つけるのが偉人の仕事である。時代が意志 しているものを、言い表 し、時代

に告げ、そして成就する者、これが時代の偉人である。彼は時代の心髄にして本質であるところ

のものを行なって、時代を実現する」(S.821.576頁)。 世論には真実 とともに虚偽も含まれている

から、世論により国民の生の真実の声を聞き知るという面と、「国民の意志をはっきりと知 り、そ

して表明するにはまった く異なっている」(S.820)と い う世論の有する他の面があることの重要

性にヘーゲルは特に留意 している。

それゆえに、ヘーゲルは 「世論が伝達 として一層はっきりと存在 しているのは出版である」

(S.821)と し、世論の不確かさ、実体のなさ、誤謬などが文筆により明確になるとして 「出版」

のもつ重要性をとりわけ重視する。そして、「出版の自由は、それが法律の対象になる限 り、一層

困難な対象である」(S.821)と いい、出版の自由は法律による取締 りや制限の対象にすべきでな

く、どこまでも擁護すべきものとして、その意義の大切さをヘーゲルは強調している。

ただ しヘーゲルはいかなる出版も、意見の表明も自由だとして認められるかとい うとそ うでは

ないとい う。そこには出版の自由の限界、自由な意見表明の限界があるとされる。それはどのよ

うな場合か。ヘーゲルは指摘 している 反乱などへの呼びかけ、国家 ・元首 ・君主 ・政府の人

間たちへの人格の侮辱や攻撃(S.822)の 場合である。

すなわち、「祖国の諸法律について、国家管理の人々について悪い攻撃的な方法で語 り、同様に

私的人格について語るということは許 されえない」(S.823)。 ここに出版をなんらかの方法で規

制する法律が必要だとい う、ヘーゲルによる 「出版の自由」の限界説が明らかとなる。出版の自

由には限界があ り、法律により規制 ・禁止できるとの主張だけからはりベラルな思想は うかがえ

ない。しかし次のヘーゲルによるまとめの説明はどのように理解 しておけばよいのであろうか一

一 「出版の自由が保証 される主要な方法は出版の軽蔑である。…そういった軽蔑はイギ リスにお

いて支配している」(S.824f.)。 出版の軽蔑による出版の自由の保証の確保一 ここには出版 の

自由に対する法律による過度の規制の無意味さが述べられているように私は考えている。

特に 「口頭解説」を中心にして第5回 講義(録)の 特徴についてみておきたい。

『要綱』における叙述とのズ レを確認することにもなるであろう。

こ の 特 徴 は 、



第1の 特徴は、君主の決定のもつ形式性がきわめて鮮明だとい う点である。ヘーゲルの考える

理想的な国家体制は、「実在的な理性性へ と進んだ国家」(S.760)に 他ならない。「実在的な理性

性」を有した国家 とは、「しっか りした秩序をそなえた君主制」(S.765)の ことであり、確固とし

た立憲制(主 義)を 基礎 とした君主制のことなのである。すなわち、立憲君主制こそヘーゲルの

理想 とする国家体制に他ならない。

立憲君主制においては、最終決定する意志主体は君主である。 しか しながら、主権者はどこま

でも国民なのである。「国民が主権者であるといわれる場合、このことは国民の述語である。述語

は現存すべきであ り、規定は現実的であるべきである」(S.760f.)こ の主張においてヘーゲ

ルの意味 していることは、国民=主 権者は現にある状況であるべきであり、現実的にそ うである

べきであるとい うことである。したがって君主 と国民との関係は、主権者である国民に関わる内

容のもの(例 えば諸法律の制定など)を 最終的に法律として決定 し公布するのが君主であるとい

うようなものである。要するに、国民生活に関わる事項の決定の内容づ くりは君主以外の機関一

一立法権と統治権、とりわけ統治権中の内閣であり、最終的な形式的決定は君主 ということであ

る。

ヘーゲルは君主の有する形式的な最終決定性という特性を次のように表現 した 「君主はた

だ 『然 り』 といって、画竜点晴の最後のピリオ ドを打ちさえすればよい」(S。764.538頁)、 「君主

はただこの法律に主体的な 『われ意志す』をつけ加えさえすればよい」(S.765.538頁)。 こうした

一連の流れにおいて、ヘーゲルは決定に関わる責任のあ りかを次のように確認する一一 「[決定

の]客 観的な面については大臣たちが責任を負 うのであって、主体的頂点 としての君主には責任

がない」(S.771)。

以上のように、君主には最終決定権はあるが、決定内容には一切責任がないとい うことである

から、君主の決定権といってもきわめて形式的なものであるといえるであろ う。 この点は、『要

綱』における君主権の役割 ・機能とその性格づけと比較 して大 きく異なるといえる③。

『要綱』における君主権の役割 ・機能、性格づけとはこういうものである。君主権は、「最終意

志決定としての主体性の権力」 と端的に定義 されるが、さらに詳細に次のように説明される

「君主権自身が総体性の三つの契機を己の うちに含んでいる。すなわち憲法および法律の普遍性

と、特殊的なものを普遍的なものへ関連 させることとしての審議 と、自己規定としての最終決定

の契機 とがそれである。そしてこの最後のものへ他のすべては立ち返 り、それを己の現実性の起

点とする。この絶対的な自己規定のはたらきこそ、君主権そのものの他の権力から区別する原理

である」(第275節 、526～527頁)。

このように、「憲法および法律」に関わる立法権も、「審議」に関わる統治権をも包括するとこ

ろに 「最終意志決定」 としての君主権の役割 ・機能があるとされる。こうした全面的に絶対性を

有 した君主権においては、君主の決定にさいし大臣の 「副署権」ω(君 主のすべての決定には当該

の大臣の署名を必要 とす るというもので、 この主張は 『要綱』刊行以前になされた三つの講義録

において特に強調 された)は 当然ながら必要 とはされない。この点が、先に指摘した第5回 講義



録 「口頭解説」における君主権に関する主張点 君主には最終決定権はあるが、決定内容には

一切責任がな く、君主の決定権 といってもきわめて形式的なもにすぎない と大きく異なると

いえるのである。

第2の 特徴は、立法権の重視 と関係 したところで指摘される言論 ・出版の自由⑤の意義お よび

その限界についての問題である。立法権については、君主権 ・統治権に比してそれぞれ量的にほ

ぼ2倍 近 くの多さで論 じられた。 このことは、立憲君主制を理想的な国家体制 とヘーゲルが考え

るかぎり生命線をなす重要事であることを意味するのはいうまで もない。 というのも、確固 とし

た秩序をそなえた立憲制に基づかない君主制は専制主義に陥る危険性を絶えず孕んでいるからで

ある。そ して、確固とした秩序をそなえた立憲制を名実 ともに保証す るのは国民としっか り結び

ついた立法権が実効を発揮 していることであろう。

この点から振 り返ってみてみると、立法権に関するヘーゲルの主張には丁寧で行き届いた配慮

が随所でなされていた ように思われる。二院制議会の意味と機能について、市民社会の意向反映

としての代議院 ・衆議院の使命 と役割について、さらに議会の公開の意義について重点的に確認

された。特に議会の公開の有する積極的意義については、国民を政治的に陶冶す る 「最良の学

校」 として確認されたことは現代においても十分に妥当する内容のものであろう。

私がここで再度検討 し確認 しておきたいのは、議会の公開とい うことと密接に連関して重要視

されるところの言論 ・出版の自由の意義についてであ り、同時にその自由における限界に関わる

問題についてである。議会 というのはい うまでもなく国民の代表者である議員で構成 されている

のであるから、その議会での議員による自由な討論が国民に直接公開されるとい うことは、広 く

市民社会全般において言論 ・出版の自由が保証され確保されているということを意味しているは

ずである。言い換えると、言論 ・出版の自由が社会全体に裾野を広げて保証されていない限 りは

議会の公開といってもきわめて限定的なものになっており、意義の小 さいものとなるであろ う。

この点に関わって、『要綱』での 「言論 ・出版の自由」の意義づけについてふれておきたい。

『要綱』においても、まず議会(に おける討論)の 「公開」の重要性について強調され、この公

開は国民にとって 「最大の陶冶手毅の一つ」(第315節 、572頁)と 確認 される。しかしながら、こ

うした議会の公開との連関において主張される 「言論 ・出版の自由」の有する重要性 という場合、

本来はその議会の討論の公開と直接連関した国家諸要件について国民がいっそ うよく知るための

ものとして 「言論 ・出版の自由」の意義深さが強調されるはずである(第314節 、571～572頁 参

照)。それにもかかわらず 『要綱』においては、言論 ・出版の自由は 「自分の欲することを語 りか

つ書く自由」 と一般化されて、「無限に多種多様なかたちでのべ られる私見の、きわめて束の間

の、きわめて特殊的な、きわめて偶然的な面」(第319節 、576～577頁)を 有していると特徴づけ

られ、矮小化されるのである。

みられるように、『要綱』においては言論 ・出版の自由に対 して過小評価がある。しか し第5回

講義録においては、ヘーゲルはさすがに、「出版の自由は、それが法律の対象になる限 り、一層困

難な対象である」(S.821)と 主張するほどに、出版の自由は法律に よる取締 りや制限の対象にす
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べ きでなく、どこまでも擁護すべき重要なものとしたのである。

しか しそれでもなおヘーゲルは、出版の自由にも限界があるとするのである。それは、反乱へ

の呼びかけ、君主を含めた国家要人 ・政府高官たちへの人格的攻撃などへの出版には法律による

規制が必要だとした。この点でヘーゲルの理解には私も支持 しえるものがある。つま り、言論 ・

出版の自由があるからといって他者を理由もなく侮辱 した り人格攻撃をしてよい自由はないと考

えるからである。ヘーゲルも出版の自由にさえ限界があるとするのはそのような見地からであろ

う。

ところがヘーゲルはどこまでも擁護 し大切にしたい出版の自由を維持 していくために、法律に

よる出版の自由の規制あるいは禁止への対抗思想として、「出版の自由が保証 される主要 な方法

は出版の軽蔑である」(S.824)と の考えをクローズアップさせる。だが、この考えに私は心から

賛同できないのである。ヘーゲルの意図するところは、出版にあま り意義を認めず、む しろ軽蔑

しているのであるから、そのようなものを法律で規制 しても無意味ではないかとして、出版の自

由を実質的に確保 しょうとすることにある。しかしこのヘーゲルのや り方は消極的な方法だと私

には思われる。出版の自由の重要性をどこまでも主張するなら、出版のさい行なってはならない

事柄を明確にし、そ してその事柄には十分に慎み深 く配慮 しながら、「出版の軽蔑」とい う消極的

な方法ではなく、出版の自由を積極的に擁護することの方が必要だと私は考えるからである。

(1)本 稿 ではヘ ーゲルの 「法 ・権利 の哲学」第5回 講義を主な分析研究の対象に したが、そのさいべ一ス

に したテキス トと、本文中における このテキス トか らの引用表記法は次の ようである。

引用 の当該個所 については、ページ数 を(S.)と 本文中に明記 した。

この第5回 講義 録は聴講者 のホ トーに よる筆記 ノー ト(K.-H.イ ルテ ィングの編集)で あ るが、本講

義録 と第6回 講義録(聴 講生 のグ リースハイ ムが筆記 した ものをイルテ ィングが編集)の 両者 に収

録され たヘーゲルに よる 「口頭解説」 の要点 と思 われ る部 分が ガ ンスに よ って 選ばれ 、 グ ロック

ナー編集 のヘーゲル全集(ベ ル リン ・ア カデ ミー版)中 の 『法哲学要綱』において、各節 の後 に、<

Zusatz>と して入れ られている。『要綱』の邦訳 は数種類 あるが、その うち藤 野 ・赤 沢訳(「世界 の名

著」第35巻 、中央公論社)で はく追 加〉 として当該節の後に挿入 されてお り、本稿において も引用 の

該 当ページ数 を(頁)と 本文中に 明記 した。なお、訳文 に変更 を加 えた もの もあ る。

本講義録 との比較関係上、第6回 講義録か ら引用 した ものが数個所あ る。その場合のテキス トは次の

ものを使用 し、該当ペ ージ数を(S.)と 本文中に明記 した。

(1)加 藤 尚武編 『ヘ ーゲル哲学への新 視角』(創 文社、1999年)に 収め られ た 「資料 ヘーゲルの講義活

動」、 〈4.ハ イデルベル ク大学お よびベル リン大学 におけ る講義一覧 〉を参 照。

(2)以 下では、『要綱』の 「主文」 お よび 「注解」か らの引用は、合わせて 「本文」 と記 し、ヘーゲルが



口頭 で解説を加えてい る部分か らの引用は、 「口頭解説」ない しは 「解説」 と表 記する。

(3)こ の第5回 講義(録)と その次の第6回 講義(録)は ともに 『要綱』刊行 後に行われ たもので あ り、

そ こでは当然なが ら 『要綱』がべ 一スに されてい る。それに もかかわ らず 、ヘ ーゲル自身に よる 「口頭

解説」 では 『要綱』での説 明叙述 と異 なる点 がみ られ る。 この点 がきわ めて重要だ と私 は考 えて いる。

第5回 講義録 と 『要綱』との相違については本稿で指摘 しているが、第6回 講義録 と 『要綱』との 内容

上 のズ レについては、次の拙稿を参照 されたい(「 ヘ ーゲル 『法 ・権利 の哲学』第6回 講義の国家論」

名古屋市立大学人文社会学部研究紀要 第10号 、2001年3月)。

(4)「 副署権」は、君主権に特有な最終決定権 の有す る 「形式性」(実質的権限 の無 さ)を 裏づけ る点で重

要 である。この副署権が 『要綱』刊行 以前 の、例えば第2回 お よび第3回 講義 録では特に強調 されてい

たに もかかわ らず、『要綱』においては消失 して しまっていることにつ い て 次の拙 稿 を参 照 され た い

(「ヘーゲル 『法 ・権利の哲学』第2回 講義 の国家論」、 「へ一ゲル 『法 ・権 利の哲学』第3回 講義 の基

本 性格」名古屋市立大学人文社会学部研究紀 要 第8号 ・第9号 、2000年3月 ・11月)。

(5)議 会 の公開 との連関で強調 され る 「言論 ・出版の 自由」 の確保の仕方 は、結 局は立法権の位置づけ、

立 憲君主制 の性格に関係 し、それ らはすべて国民の 「自由 と権利」 の確保 ・実現 へと集約 され て い く

ことにつ いて次の拙稿を参照 されたい(「 自由 と権利の哲学一 ヘーゲル 『法哲学』の成 立経 緯」 『思

想』岩波書店、2000年5月 号)。
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